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　  会員の確定申告の相談・
　　　　　　 申告書作成は
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて実施します。検温・手指消毒・マスク着用等に
ご協力をお願いします。≪ 相談日程・注意事項等は裏表紙をご覧ください。≫
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第２８２号

納税協会で!! ※譲渡所得・贈与税等除く。



STEP 2 送信方法を選択

Safari Google 
Chrome

STEP 1 国税庁ホームページへアクセス

e-TaxのID（利用者識別番号）と
パスワード（暗証番号）を入力

確定申告

ID・PW
が目印

見本

iPhoneの方 Androidの方

確定申告書等作成コーナー
にアクセス

かんたん・便利♪

確定申告書等作成コーナー

国税庁 法人番号7000012050002

「ID・パスワード方式の届出完了通知」は税務署で発行しています
発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
平成30年1月以降、税務署や確定申告会場にお越しになられた方は、｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣が申告書の控えと一緒に
保管されている場合がありますので、ご確認ください。
※ ID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。また、メッセージボックス

の閲覧には、マイナンバーカード等が必要です。

i

「 ID・パスワード方式の届出完了通知」
をお持ちの方

住所、氏名等の情報が表示さ
れます

「マイナポータルア
プリ」をインストー
ルし、マイナンバー
カードをスマホで読
み取り

1234567812345678

●●●●●●●●●

マイナンバーカード方式

ID・パスワード方式

推奨ブラウザ
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税務署からのお知らせ① 



STEP 3 金額などを入力 STEP 4 送信

R3.9

｢帳票表示・印刷｣をタップ

「共有」ボタンをタップ 自動で端末内に申告書
データが保存される

保存データは「ファイル」アプリから
確認することができます

e-Taxで送信

・ ご利用には別途通信料がかかります。
・ このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。
・ iPhone、Safariの名称及びロゴは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・ Android、Google Chrome の名称及びロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。

給与所得の源泉徴収票
などを入力

収入の入力

保存データの確認方法

医療費やふるさと納税の領
収証などを入力

控除の入力

iPhoneのの方方 Androidのの方方

｢”ファイル”に保存｣を選択

｢ダウンロード｣メニューから
保存データを確認できます

「Google Chrome     」の
右上の「⋮」ボタンをタップ

スマホのカメラで自動入力!（給与所得の源泉徴収票）

カメラを起動して
源泉徴収票を撮影 読取内容が自動入力内容を確認

iPhoneのの方方 Androidのの方方

保存方法

3

3

3

8476 500 5 062 750 4 669 846

1 11 4 5

6,847,500

3

３

120 000 00050

R3syotoku.pdf
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確定申告会場は大変混み合います！

申告書の作成・送信は国税庁ホームページから　

確 定 申 告 は
自宅等からｅ-Ｔａｘで！

感染防止のため

確定申告は
スマホでかんたん・便利♪

申告書の作成方法は
動画でチェック

相談はチャットボットからできます
ご質問を入力いただければ、ＡＩを活用した「税務職員ふたば」
がお答えします。

税務職員ふたば

令和 4 年
2 月16 日（水） ～ 3 月 15 日（火）

東淀川税務署の
確 定 申 告 会 場 は 『 梅 田 ス カ イ ビ ル 』 で す

タワーウエスト10 階アウラホール（大阪市北区大淀中１-１-30）

税務署内には、確定申告会場は開設しておりません !!
※作成済みの申告書等の提出は、税務署の窓口又は郵送で受け付けています。

開 設 期 間 相 談 受 付 時 間

9 時 15 分 ～ 16 時

・土・日・祝日は開設しておりません。（2/20（日）･27 日（日）を除く。）
・会場への入場には「入場整理券」が必要です。オンラインでの事前発行が便利です。
・会場の来場者数によっては、建物外で長時間お待ちいただく場合や
  早めに受付を終了する場合があります。
・咳・発熱の症状のある方や体調のすぐれない方は、入場をお断りします。
・ご来場される際は、マスクの着用をお願いします。（マスクを着用されていない
場合、入場をお断りすることがあります。）
・会場ではご自身で申告書等の作成やスマホ・パソコン操作をお願いします。
・会場内に筆記用具は用意しておりませんので、ボールペンや計算器具等をご持
参ください。

入場整理券の配付方法は２通り

又は

LINE アプリで国税庁
公式アカウントを友
だち追加してください 
（２/６受付開始）。

入場整理券の配付状
況に応じて、後日の来
場をお願いする場合
がありますので、ご了
承ください。配付状況
は国税庁ＨＰから確
認できます。

オンラインで
事前発行

申告会場１階で
当日配付

友だち追加は
こちらから！

！

〒532-0002
大阪市淀川区東三国5丁目2番20号
TEL 06-6397-9160
FAX 06-6397-9164

建設業・不動産業

株式会社 岸本不動産建設
代表取締役 岸 本 博 史

〒532-0002
大阪市淀川区東三国5丁目2番20号
TEL 06-6397-9160
FAX 06-6397-9164

建設業・不動産業

株式会社 岸本不動産建設
代表取締役 岸 本 博 史泉化成産業株式会社

本社事務所　大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
　　　　　　　　新大阪プライムタワー16階
　　　　　　　　電話 06-6302-5487
本　店　　　大阪市淀川区木川東四丁目4番16号

特殊塗料・塗装設備機器・エンプラ樹脂の販売
塗替工事、遮熱塗装工事の請負
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税務署からのお知らせ② 



パワー半導体と電源機器

名誉会長

〒533-0031  大阪市東淀川区西淡路3-1-56
TEL 06-6321-0321　FAX 06-6321-8621
URL  https://www.sansha.co.jp/

株式会社 

建設機械工具卸のパイオニア 

代表取締役  　西　薗　博　美 

〒５３２-００１２　大阪市淀川区木川東１－３－２４ 
TEL   （０６）６３０１－４６５１ 

パソコンやスマホから､即時又は納付日を
指定して､口座引落しにより納付する方法
です。

さらに詳しい
情報はこちら

さらに詳しい
情報はこちら

さらに詳しい
情報はこちら

さらに詳しい
情報はこちら

預貯金口座からの自動引落しにより納付
する方法です。

初回のみ振替依頼書の提出が必要です。
※e-Taxによる提出が可能です。

インターネットバンキング、モバイルバンキング又はATM
から納付する方法です。 利用可能な金融機関については、「ペイジー

（https://www.pay-easy.jp/）」でご確認
ください。インターネットバンキング又はモバイルバンキングの契約、

e-Tax利用開始届出書の提出が必要です。

「国税クレジットカードお支払サイト（https://kokuzei.noufu.jp）」からお手持ちのクレジットカードを利用して納付する
方法です。※納付税額に応じた決済手数料がかかります（決済手数料は国の収入になるものではありません）。

e-Tax利用開始届出書､ダイレクト納付利
用届出書の提出が必要です。
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税務署からのお知らせ③ 



電子部品・半導体ビジネス、太陽光発電ビジネス、電源ビジネス
蓄電ビジネス、FA・ソリューションビジネス、生活環境ビジネス

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目3番11号　☎（06）4806-0211

会長

https://www.moridenshi.co.jp/

最適なトータルソリューションを提供し、
「課題解決企業」を目指します。

 新入法人会員のご紹介　よろしくお願いします。 （R３年９月～ 12月にご入会の内、掲載不可以外、入会順）

法　人　名 所在地 業　種 法　人　名 所在地 業　種
㈱ナカイエ 野中南１ 建設業 アイビリーブメディカル㈱ 宮原４ 製造業
㈱オッズ・コンパス 宮原１ ITコンサルタント業 ㈲Ｔ＆Ｎプロジェクト 宮原４ サービス業
㈱カンサイ技研 西中島５ 建築業

会員募集しています！
お問い合わせ・入会申込は当納税協会へ

TEL ０６－６３０２－８７７１

～ご入会いただくと以下のメリットがあります～
① 税金についての無料相談が受けられます。
② 実務に役立つ講習会・租税教室・パソコン教室が無料または格安で受講できます。
　 （感染症対策として、規模を縮小して開催、または中止する場合があります）
③ 税の情報誌「納税月報」「納税だより」「ＮＫレター」等で役立つ情報が得られます。
④ 各種福祉制度（大同生命保険㈱・ＡＩＧ損害保険㈱・アフラック）を斡旋しています。
⑤ インターネットセミナーを無料で受講できます。

青年部会に入りましょう！（満60歳までの納税協会会員、性別は問いません。）

　納税協会の次代を担う若きリーダーの会として平成20年３月に18名で船出した青年部会は、現在、91
名となっております。
　研修会・講演会・異業種交流会やゴルフコンペ、他の納税協会との交流会等、活発な事業活動を行っ
ています。

オンラインでの
ご入会はこちら！

納税協会メールマガジンのご紹介
　納税協会では毎月１回、Ｅメールで「納税協会メー
ルマガジン」を発信しています。あまり堅苦しくなく
親しめる内容で、税務に関する情報はもとより時勢に
即応した記事になっています。
　配信ご希望の方は、下記ＵＲＬからお申込みください。

◇メールマガジン配信登録フォーム 
　https://www.nouzeikyokai.or.jp/melma/

納税協会会員検索サービスのご案内
　会員検索サービスでは、近畿２府４県の各納税協会
会員企業（掲載希望者のみ）の情報が検索できます。
　情報内容は、企業名／住所・連絡先と主要業務／Ｐ
Ｒ文からなり、各企業のホームページにもリンクして
います。下記ＵＲＬからご利用ください。
◇会員検索 
　https://www.nouzeikyokai.or.jp/search/
◇登録フォーム
　https://www.nouzeikyokai.or.jp/touroku/
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（R3.12.1 ～ 4.1.31）
会　議

12.9　広報委員会
　本紙（第282号）の編集について
1.12　　正副会長会（協会・納貯合同）
　今後の行事予定等について

講演会
1.12　新春特別講演会
　講師　ジャーナリスト

　　　　　　　　有本　香　氏
　テーマ「緊張する日中関係
　　　　　　　　　今後の行方」

会 の 動 き その他
12.15　のぼり・ティッシュ贈呈

電子申告・電子納税をより一層
推進するため、のぼり及びポケ
ットティッシュを作成し、東淀
川税務署へ贈呈した

関係団体の動き

2月の税ごよみ

１月分の源泉所得税及び個人住民税特別徴収分の納付 2月10日（木）まで

12月決算法人の確定申告
（法人税、 消費税、 法人事業税、 法人事業所税、 法人住民税） ２月中の決算応当日

最終２月28日（月）まで６月決算法人の中間（予定）申告
（法人税、 消費税、 法人事業税、 法人住民税）

消費税の年税額が400万円超の３月・６月・９月決算法人の３か月ごとの中間申告
２月中の決算応当日
最終２月28日（月）まで消費税の年税額が4,800万円超の法人（11月・12月決算法人を除く）の１か月ごとの

中間申告

固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付 市町村条例指定日
最終２月28日（月）まで

青年部会
12.6　　献血会

近畿税理士会（東淀川支部）主
催、当協会青年部会共催の「献
血会」に、青年部会員をはじめ、
協会員計12名が参加しました

部 会 だ よ り

東淀川淀優会
12.16　優良申告法人経理担当顕彰式

令和３年度優良申告法人として
税務署長表敬を受けた10社の経
理担当者に協会長から顕彰楯を
贈呈

1.24　経営トップセミナー
　　（局所管法人会・特官法人会共催）

講師　ダイヤ精機㈱　代表取締役
諏訪　貴子　氏

テーマ「中小企業の経営改革と
　　　　人財確保・育成について」
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納税協会申告相談会のご案内
月 火 水 木 金

   2月 16 17 18
21 22 24 25
28    3月   1 2 3 ４

7 8 

　【 日 程 】２月１６日（水） ～ ３月８日（火）※平日のみ、上表の通り。

《午前の部》 10時 ～ 11時30分（相談12時まで）
《午後の部》 １時 ～ ３時30分（相談４時まで）

　【 会 場 】東淀川納税協会　３階講堂

◆◇◆　申告相談についての注意事項　◆◇◆
◇ 税理士に依頼されている方はご利用いただけません。
◇ 不動産及び株式等の譲渡所得・贈与税の相談はお受けできません。
◇  税務関係書類（申告書・申請書など）を提出する際には、申告者・控除対象配偶者・事業専従者等の

個人番号の記載が必要です。また、毎年、申告者ご本人の本人確認書類（「個人番号通知カード」
＋「運転免許証」等）のコピーの添付が必要となります。

◇  ご相談の際には帳簿、各種控除証明書（生命保険・地震保険等）、国民年金・国民健康保険等の領収
書、前年の申告書控及び決算書控等をご持参ください。但し、消費税の申告をする場合は、２年
前の申告書控及び決算書控を併せてご持参ください。

◇ 決算書、申告書はご自分で作成していただく事になります。書き方については税理士が指導します。
◇ 作成（完成）した申告書等は、直接、税務署へご提出ください。

◆◇◆　感染症対策にご協力ください　◆◇◆
◇ 常時、室内の換気を行い、間隔の確保のため座席数を減らして開催します。
◇ 相談時間・滞在時間の短縮のため、できるだけご自宅で事前準備をお願いします。
◇ 少人数（可能な限り１名様）でご来場ください。
◇ ご来場の際は、マスクの着用をお願いいたします。
◇ 会場入室時、体温測定・手指の消毒にご協力ください。
◇ 咳・発熱（37.5℃以上）の症状のある方や体調のすぐれない方は、ご入室をお断りします。
◇ 会場内に筆記用具は設置いたしませんので、筆記用具・電卓等を必ずご持参ください。
※ 感染拡大状況によっては、開催を中止又は開催内容を変更させていただく場合があります。
　 予めご了承ください。

◆ 無料税務相談はお休みします ◆
毎週火曜日の税務相談は、2月15日（火）～ 3月15日（火）の間は、確定申告等で繁忙期に当りますの
でお休みします。再開は、3月22日（火）からです。

受付
時間

※ 混雑の状況により長時間お待ちいただく
場合があります。

※駐車場はありません。
※エレベーターはありません。

天皇誕生日


